
 

簡単に高額収入は得られません！ 

「1 日数分の作業で月に数百万円を稼ぐ」「スマ

ホタップで月収 200 万円」など、収入を得るため

の「情報商材」を安易に信用しないで！ 

副業や投資で高額収入を得るためのノウハウと称して、インターネット等で

販売されている情報のことを「情報商材」といいます。広告等をきっかけに、

簡単に収入が得られると信じて契約をしたものの、広告や説明と違って収入が

得られないという相談が多数寄せられています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ひとこと助言】 

○この事例は、サイト事業者・クレジット会社・決済代行会社が介入しており、各社に経緯

書等を送付し、当センターの斡旋交渉により 45 万円が返金されました。 

○ビジネス「せどり」は、商品を安く販売している通信販売業者から仕入れて、大手販売サ

イトに出品し利益を得るものですが、個々の売れ行きは顧客の判断にもよるため、簡単に

稼げるような仕組みになっていません。また、寄せられた相談をみても実際には、あまり

価値のない情報が高額で販売されています。 

○簡単に高収入を得られることを強調する広告や宣伝は特に注意が必要です。 

少しでもおかしいと思ったら早めに下記の相談専用ダイヤルへご相談下さい。 

士別地域消費者被害防止ネットワーク 

士別地区！くらしねっと情報 第 361 号 （2019.5.21） 

【事例】50 歳代 男性 士別市 

SNS の広告で「スマホタップで月収 200 万円の副業術参加券」「無料モニター募集」

という抽選イベントを見つけ、氏名・メールアドレスを登録した。当選のメールを受け、

請求された初期代金 18,000 円をクレジットで決済すると「スマホでぽちぽちするだけ

で稼げる情報商材」と称する PDF ファイルが送付された。海外の通信販売業者から商品

を安く仕入れて、国内大手通信販売業者のサイトで高く売る「せどり」という副業であり、

この時初めてビジネスの内容を知った。 

詳細確認のため電話予約ホームから日時を入力したところ、担当者から「電話サポート

付きであれば高収入が得られる」と 80 万円の有料コースを勧められクレジットで決済し

た。商品(漫画本)でせどりを試したが儲けることができず、担当者の電話サポートも受け

られない。 

 消費生活相談専用ダイヤル (0165)２３－３８２０ 

事業者と消費者間の契約に関するトラブルや、消費生活で悩んでいる方専用 

直通電話 ●午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分（土・日・祝日・年末年始を除く） 


